
事業継続計画（BCP）初動・運用マニュアル

1. 目的と位置づけ

本マニュアルは、「事業継続計画（BCP）規程」に基づき、緊急事態（震度6弱以上の地震、大規模水害等）が発生した際、全役職員が人命安全を最優先としつつ、被害を最小限に抑え、中核事業を早期復旧させるための具体的な行動手順を定めるものです。
2. フェーズ1：発災直後の初動対応（全役職員共通）

【目標】身の安全確保と二次災害の防止
1. 身の安全確保
· 地震の場合：机の下に隠れ、頭を保護する。揺れが収まるまで動かない。

· 火災の場合：姿勢を低くし、煙を吸わないようにハンカチ等で口を覆う。

2. 火元の確認・初期消火
· 揺れが収まった後、火気を使用している場合は直ちに火を消す。

· 火災が発生している場合、身の安全が確保できる範囲で初期消火を行う（天井に火が届いたら直ちに避難）。

3. 避難誘導と脱出
· 窓やドアを開け、出口（避難経路）を確保する。

· 館内放送または上長・防災担当者の指示に従い、[第一指定避難所：〇〇公園等]へ避難する。

· ※ エレベーターは絶対に使用しない。

3. フェーズ2：安否確認と被害把握（発災〜半日）

【目標】人員の無事の確認と、対策本部の立ち上げ
3-1. 安否確認の報告（全役職員）

発災後、全役職員は速やかに自身の安否状況を会社へ報告してください。

· 報告手段の優先順位
1. [安否確認システム（〇〇サービス）]からの自動メールに回答

2. [全社LINEグループ／ビジネスチャットツール]への書き込み

3. [部門の緊急連絡網（電話・SMS）]による報告

· 報告項目
· 本人および家族の無事（無傷／軽傷／重傷）

· 現在地と出社の可否

· 自宅付近の被害状況

3-2. 災害対策本部の設置（経営陣・本部メンバー）

· 設置基準：[震度6弱]以上の地震、または社長がBCP発動を宣言した時。

· 設置場所：[本社〇階 会議室]（使用不可の場合は [〇〇支店] またはオンライン会議）

· 初期タスク：

· 安否確認状況の集計（[総務部]担当）

· 各拠点のインフラ（電気・水道・通信）および建物の被害確認

· 対策本部会議の開催（初回は発災[2時間]後を目安とする）

4. フェーズ3：事業継続・復旧活動（発災半日〜数日）

【目標】中核事業の維持と、早期復旧に向けた代替手段の実行
災害対策本部の指示のもと、各部門は以下の対応を実施します。

4-1. 情報発信と外部対応

	担当部門
	アクションアイテム

	· 営業部
	· 主要顧客への被害状況の第一報連絡

· 受注・納品スケジュールの調整・遅延のお詫び

	総務・広報
	· 自社ホームページ等での被害状況および営業見込みの告知

· 取引先・協力会社への状況確認


4-2. 中核事業の復旧作業

· 対象となる中核事業：[例：〇〇製品の出荷業務、〇〇システムの保守業務]

· 目標復旧時間（RTO）：[例：発災後 48時間以内]

· 代替手段の実行：

· 本社機能が停止している場合、[〇〇拠点]へ業務を移管する。

· システムがダウンしている場合、[BCP用オフライン帳票・Excel等]を用いた手作業運用へ切り替える（※手順は各部門の個別手順書を参照）。

· 必要な人員を優先業務にシフトし、非重要業務は一時停止とする。

4-3. 資金・リソースの確保

· 管理部・経理部：復旧に必要な緊急資金の手配、決済ルート（社長不在時の代行承認等）の確保。

· 調達部：サプライチェーンの途絶に備え、代替調達先（セカンドソース）への発注手配。

5. フェーズ4：通常業務への全面復旧（数日〜数週間）

【目標】全業務の再開と、事後検証
1. 業務制限の段階的解除
· インフラおよびシステムの復旧状況に応じ、停止していた通常業務を順次再開する。

· 災害対策本部長（社長）が「通常体制への復帰宣言」を行い、対策本部を解散する。

2. 記録と事後評価（振り返り）
· BCPの発動から復旧までのタイムライン、発生した課題、および対応費用の記録をまとめる。

· BCM委員会を開催し、本マニュアルおよびBCP関連文書の改善・改定を行う。


